
発 言 通 告 書 
 

平成３０年 第３回  ☑ 定 例 会 ・ ☐ 臨 時 会 

 

 ☑ 質 問（ 一 般 ）・ ☐ 質 疑 ・ ☐ 討 論 ・ ☐ その他 

 

発 言 事 項  発 言 要 旨  

１． 客引き防止対策につ

いて 

 

 

 

２． 落書き・張り紙防止に

対する新たな取組に

ついて 

 

 

 

３． 喫煙対策について 

  

客引き行為等の防止に関する条例制定後、４年半が経過し

ているが効果は上がっているか。これまでの施策の検証と

今後、効果を上げるための方策について問う。 

 

 

 

 

新宿区が取り組む逆転の発想 

新宿区では、平成 26 年から「歌舞伎町アートプロジェク

ト」が始動。アート作品を屋外のあちこちに描きまち全体に

賑わいと活力を生み出すとともに、作品のある建物や壁は

落書きがなくなっているといった効果がある。 

こういう取組を千代田区も試みては如何か。 

 

 

都条例施行に伴い、禁煙化が益々進む中で区の喫煙対策に

ついて問う。 

 

答弁を求める者  ☑ 区 長  ☐ 教育長  ☑ 関係理事者 

         スクリーン使用の予定 ☑ 有 ☐ 無 
 
平成３０年９月１８日        千代田区議会議員 小 林 た か や 

 

千代田区議会議長 松 本 佳 子 殿 

 

受理年月日  平成 ３０年 ９月１８日 午前・午後 １時２６分 


